
　
産
地
表
示
・
品
質
表
示
を
定
め
る
公
正
競
争
規
約
認
定
に
向
け
て

公
正
競
争
規
約
案
　
消
費
者
庁
に
提
出

　

仏
壇
公
正
取
引
準
備
委
員

会
は
七
月
七
日
、
公
正
競
争

規
約
案
を
消
費
者
庁
に
提
出

品
質
表
示
・
産
地
表
示
基
準

に
つ
い
て
業
界
関
係
者
に
加

え
て
消
費
者
代
表
を
含
む
有

識
者
を
交
え
て
の
討
論
の
上

に
ま
と
め
ら
れ
た
報
告
書
が

発
起
人
会
に
よ
り
さ
ら
に
検

討
さ
れ
、
最
終
的
な
規
約
案

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。

　

こ
の
規
約
案
は
六
月
に
消

費
者
団
体
代
表
者
、
学
識
経

験
者
・
関
連
業
界
代
表
者
を

交
え
た
表
示
連
絡
会
に
お
い

て
規
約
案
へ
の
意
見
が
出
さ

れ
、
最
終
的
な
規
約
案
へ
と

消費者庁に公正競争規約案を提出する小堀代表（左）
受け取るのは消費者庁片桐一幸表示対策課長

し
た
。

　

公
正
競
争
規
約
案
は
昨
年

九
月
以
降
に
全
国
六
カ
所
で

開
催
さ
れ
た
説
明
会
で
の
質

疑
応
答
な
ど
を
踏
ま
え
、
今

年
三
月
以
降
に
は
「
仏
壇
産

業
の
現
状
と
今
後
の
あ
り
方

に
関
す
る
研
究
会
・
ワ
ー
キ

ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
に
お
い
て

ま
と
め
ら
れ
た
。

　

今
回
提
出
さ
れ
た
規
約
案

は
消
費
者
庁
に
よ
り
文
書
審

査
が
行
わ
れ
問
題
が
な
け
れ

ば
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を

募
集
し
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
を
踏
ま
え
た
上
で
消
費

者
庁
長
官
及
び
公
正
取
引
委

員
会
に
よ
る
規
約
の
認
定
・

官
報
告
示
が
行
わ
れ
る
が
、

仏
壇
公
正
取
引
準
備
委
員
会

に
よ
れ
ば
秋
に
は
認
可
の
見

通
し
で
あ
る
と
い
う
。　

公正競争規約案提出後、松下忠洋経済産業副大臣（中央奥左）
と懇談をする仏壇公正取引準備委員会の代表・副代表ら

公
正
取
引
協
議
会
へ
の
入
会
は
年
会
費
振
込
に
て

　

公
正
競
争
規
約
案
が
認
可

さ
れ
る
と
、
こ
れ
ま
で
活
動

し
て
き
た
仏
壇
公
正
取
引
準

備
委
員
会
は
正
式
に
仏
壇
公

正
取
引
協
議
会
と
な
り
、
活

動
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と

に
な
る
が
、
準
備
委
員
会
は

準
備
委
員
会
に
登
録
し
た

方
々
に
向
け
て
年
会
費
の
振

込
に
よ
る
公
正
取
引
協
議
会

登
録
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

振
込
受
付
は
す
で
に
始
ま
っ

て
お
り
、
お
問
い
合
わ
せ
は

準
備
委
員
会
事
務
局
ま
で
。

◎
準
備
委
員
会
事
務
局　
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